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鹿沼市終身建物賃貸借制度実施要領 

 

 

（趣旨） 

第１  終身建物賃貸借制度の実施にあたっては、高齢者の居住の安定確保に関する法律（平

成１３年法律第２６号。以下「法」という。）及び高齢者の居住の安定確保に関する法律

施行規則（平成１３年国土交通省令第１１５号。以下「規則」という。）に定めるものの

ほか、この要領の定めるところによる。 

（用語の定義） 

第２  この要領における用語の意義は、法の例による。 

（事業認可の申請） 

第３  法第５３条第１項の規定により、事業の認可を受けようとする者は、事業認可申請

書（別記様式第１号）により市長に申請しなければならない。 

（事業の認可） 

第４  市長は、法第５４条の規定に基づき事業の認可をしたときは、法第５５条の規定に

基づきその旨を終身賃貸事業認可通知書（別記様式第２号）により申請者に通知するも

のとする。 

（事業の変更） 

第５  認可事業者は、法第５６条の規定に基づき認可を受けた事業の変更をしようとする

ときは、あらかじめ、終身賃貸事業変更認可申請書（別記様式第３号）により市長に申

請しなければならない。 

（事業の変更認可） 

第６  市長は、法第５６条の規定に基づき事業の変更認可をしたときは、その旨を終身賃

貸事業変更認可通知書（別記様式第４号）により申請者に通知するものとする。 

（事業の軽微な変更） 

第７  認可事業者は、規則第３８条に規定する軽微な変更をした場合は、その旨を終身賃

貸住事業変更届出書（別記様式第５号）により遅滞なく市長に届け出なければならない。 

（賃貸借契約） 

第８  終身建物賃貸借契約は、原則として終身建物賃貸借標準契約書（別記様式第６号）

により締結するものとする。 

（認可事業者による終身建物賃貸借の解約の申入れ） 

第９  認可事業者は、法第５８条第１項の規定により終身建物賃貸借の解約の申入れをし

ようとするときは、あらかじめ、その旨を終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書（別記

様式第７号）により市長に申請しなければならない。 

（終身建物賃貸借の解約の承認） 

第１０  市長は、第９の申請が法第５８条第１項の規定に適合すると認めるときは、その

旨を終身建物賃貸借解約申入れ承認通知書（別記様式第８号の１）により申請者に通知

するものとする。 

２  市長は、第９の申請が法第５８条第１項の規定に適合しないと認めるときは、その旨

を終身建物賃貸借解約申入れ不承認通知書（別記様式第８号の２）により申請者に通知
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するものとする。 

（地位の承継） 

第１１  法第６７条第１項の規定により地位の承継をしたものは、同条第２項の規定によ

り、その旨を終身賃貸事業地位承継届出書（別記様式第９号）により遅滞なく市長に届

け出なければならない。 

２  同条第３項の規定により市長の承認を受けようとするときは、あらかじめ、その旨を

終身賃貸事業地位承継承認申請書（別記様式第１０号）により市長に申請しなければな

らない。 

（地位の承継の承認） 

第１２  市長は、第１１第２項の申請が法第５４条第１号の規定に適合すると認めるとき

は、その旨を終身賃貸事業地位承継承認通知書（別記様式第１１号の１）により申請者

に通知するものとする。 

２  市長は、第１１第２項の申請が法第５８条第１号の規定に適合しないと認めるときは、

その旨を終身賃貸事業地位承継不承認通知書（別記様式第１１号の２）により申請者に

通知するものとする。 

（改善命令） 

第１３  市長は、法第６８条の規定により認可住宅の管理の改善を認可事業者に命令する

場合は、終身賃貸事業改善命令書（別記様式第１２号）により行うものとする。 

（事業認可の取消し） 

第１４  市長は、法第６９条第１項の規定により事業の認可を取り消した場合は、終身賃

貸事業認可取消通知書（別記様式第１３号）により認可事業者に通知するものとする。 

（事業の廃止） 

第１５  認可事業者は、法第７０条第１項の規定により認可を受けた事業を廃止しようと

するときは、その旨を終身賃貸事業廃止届出書（別記様式第１４号）により市長に届け

出なければならない。 

（管理状況報告） 

第１６  認可事業者は、毎年３月末日現在における終身建物賃貸借に関する管理の状況に

ついて、当該年の５月末日までに、終身賃貸事業管理状況報告書（別記様式第１５号）

により市長に報告しなければならない。 

 

附  則 

この要領は、平成２５年４月１日から施行する。 


